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序章 

第１節 計画策定の背景と目的 

福井市は、県下最大の平野である福井平野のほぼ中央に位置し、高須
た か す

山や国見
く に み

岳
だ け

、

剣ヶ岳
け ん がた け

、飯降山
い ふ りや ま

などの越前中央山地ならびに越前海岸に囲まれた自然豊かな市です。さら

に、古代より本市は海上ならびに陸上交通の要衝の地として栄え、現在も県庁所在地、中

核市として県内の政治経済の中心地となっています。 

さて、本市の人口は、高度成長期の 1900 年に 20 万人を超え、平成 6 年(1995)の 27 万 3

千人をピークに減少に転じ、令和７年(2025)８月現在、〇〇万〇千人が暮らしています。将

来予測では、26 年後の令和 32 年(2050)には 21 万 4 千人まで減少する見通しとなっていま

す。このため、年齢構成の偏り、担い手不足による地域活力の低下等、生活のさまざまな場

面での影響が懸念されています。このことは、本市の文化財保護の取り組みにも影響してお

り、文化財の保存、継承が困難になっています。 

この状況を踏まえ本市は、文化庁の『文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財

保存活用計画作成に関する指針』(令和 7年(2025)3 月改訂)及び福井県教育委員会の『福井

県文化財保存活用大綱』(令和 2年(2020)3 月)に基づき、豊かな歴史・文化を物語る全ての

文化財について保存し、次世代に継承できるよう『福井市文化財保存活用地域計画』(以下、

『地域計画』)を策定しました。 

 

第２節 計画期間 

本市の最上位計画で長期的・総合的な市政運営の指針である『第八次福井市総合計画』

(令和 4 年度から令和 8年度)（以下、『総合計画』)と整合を図り、計画期間を定めまし

た。 

今回策定する地域計画の計画期間は、第八次総合計画の最終年（令和 8年度）から第九

次総合計画（令和 9～13 年度）の 6年間とし、以降は 10 年間とします。 

上位計画である総合計画が 5年ごとに見直すことにより、本計画と不整合が生じた場合

や社会的状況等の変化、文化財をめぐる環境状況、また計画に掲げた事業の進捗状況等を

踏まえ、必要に応じて見直すこととします。 

ただし、計画期間内においても「地域計画期間の変更」、「市町村の区域内に存ずる文化

財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更」、「地域計画の実施に支障が生じるおそれのあ

る変更」が生じた場合には、文化庁と協議のうえ、文化庁長官の認定を受けます。また、

それ以外の軽微な変更が生じた場合には、その内容について、福井県および文化庁へ情報

提供します。 
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第３節 地域計画の位置づけ 

地域計画は、文化庁が平成 31 年(2019)4 月に改正施行した文化財保護法や、令和 7 年

(2025)3 月に改訂した『文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計

画作成に関する指針』、令和 2年 3月に福井県が策定した『福井県文化財保存活用大綱』や

本市の『総合計画』、『福井市教育に関する大綱』など関係する諸計画とも整合性を図りなが

ら策定しています。 

地域計画では、総合計画に掲げた本市の将来都市像と重点方針に基づき、文化財の保存・

活用施策の展開に向けた基本的な考え方を示します。また、全庁的な文化財の保存・活用へ

の取り組みとすべく、本市各部局が作成した関連計画と関係施策が文化財の保存・活用に資

することができるよう、連携・支援の役割を担うものとします。さらに、持続可能な開発目

標であるＳＤＧｓの達成に向けて取り組みます。 

主な上位計画・関連計画の概要は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈文化財に関する法制度〉 

【文化財保護法】（文化庁） 昭和 25 年(1950)5 月施行 

 文化財保護法は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もつて国民の文化的向上に資

するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的としています。 

近年の過疎化・少子高齢化等を背景に、文化財の滅失や散逸等の防止が緊急の課題であり、

未指定文化財を含めた文化財をまちづくりに活かしつつ、地域社会総がかりで文化財の継

福井都市計画マスタープラン 

福井市デジタル田園都市構想総合戦略 
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承に取り組んでいくことが必要です。このため、平成 31 年(2019)4 月に施行された改正法

では、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の

強化が図られました。改正により、（１）都道府県による文化財保存活用大綱の作成、（２）

市町村による文化財保存活用地域計画の作成及び文化庁による認定、（３）市町村による文

化財保存活用支援団体の指定、（４）所有者等による文化財保存活用計画の作成及び文化庁

長官による認定等が新たに制度化されました。 

【福井県文化財保存活用大綱】（福井県） 令和 2年(2020)3 月策定 

 文化財保護法の改正を受け、県や市町、県民等、地域全体で連携・協力しながら文化財の

保存・活用に関する指針として策定されました。『「魅力ある福井の文化財」を未来につなぎ、

愛着と誇りある郷土を目指して』を基本理念として、文化財に対する県民の関心や理解を深

め、福井県の文化財を適切に保存・活用し、文化財保護行政が円滑に推進されることを目指

しています。 

【福井市文化財保護条例】 昭和 44年(1969)8 月１日施行 平成 18 年(2006)2 月 1 日改正 

 文化財保護法及び福井県文化財保護条例の規定に基づき指定を受けた文化財以外の文化

財で、市内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、市による指定や保存及び

活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化の向上に値するとともに郷土文化の進歩

に貢献することを目的としています。  

 

〈上位計画〉 

【第八次福井市総合計画】 令和 4年(2022)4 月策定  

計画期間：令和 4年度(2022)～令和 8年度(2026)  

福井市総合計画は、まちづくりの目標と方向を示した福井市の最上位計画であり、市民や

各種団体などが主体的にまちづくりに取り組む上での指針であるとともに、国や県などと

の連携を図ることを目指しています。 

〈関連計画〉 

【福井市教育に関する大綱】 令和 5年(2023)1 月策定 

計画期間：令和 4年度(2022)～令和 8年度(2026) 

福井市の子どもから高齢者まですべての市民が多様な学習やスポーツに取り組めるよう

生きがいを持って暮らすことのできる環境整備や、市民の文化芸術活動を支援し、心豊か

な活力ある地域づくりのために文化芸術の振興を図るとともに、郷土の歴史や文化遺産、

自然を将来に残し、福井の誇りとして活用し、総合計画の将来都市像を実現することを目

指しています。 

【第 3期福井市教育振興基本計画】  令和 5年(2023)1 月策定 

計画期間：令和 4年度(2022)～令和 8年度(2026)  

 福井市教育振興基本計画は、「福井市教育に関する大綱」において示された基本理念、

政策分野及び方針に沿って、具体的な施策を進めるための行動計画を 10の方針で示した
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ものです。福井への誇りや愛着が持てるふるさと教育の充実を図るとともに郷土の歴史や

文化遺産を保存・継承し、福井の誇りとして活用することを目指しています。 

【福井市都市計画マスタープラン】 平成 12 年(2000)3 月策定 

計画期間：平成 22 年(2010)～令和 12 年(2030)  

社会情勢や地域的特性を踏まえ、福井市の都市計画に関する目標や基本方針を示すこと

で、暮らしの豊かさを実感できる「歩きたくなる」まちを実現させることを目的としていま

す。固有の歴史や文化、暮らしや営みなどが育んだ「福井らしい景観」などの地域が持つ自

然や歴史、文化といった資源を積極的に活用し、個性的で住みたくなるまちづくり、交流や

連携を育む自然や歴史、健康の拠点づくりを目指しています。令和 8年 3月に改訂します。 

【福井市デジタル田園都市構想総合戦略】 令和 6年(2024)2 月策定   

計画期間：令和 5年度(2023)～令和 9年度(2027)  

本市の直面する人口の減少と地域経済の縮小に歯止めをかけることを目的に策定した総

合戦略です。デジタル技術の活用によって地域の個性を活かしながら、魅力向上のブレー

クスルーを通じた地方活性化の加速や地方の社会課題の解決を目指しています。 

【福井市景観計画】  平成 20 年(2008)３月策定  平成 31 年(2019)1 月更新 

福井らしい景観(美しい自然に歴史・文化が溶け込んでいる、日本の原風景が感じられる

景観)を守り、世界に誇れる美しい福井を創り、市民とともに創り・育てていくことを目的

としています。歴史的、文化的景観については保全・継承し、地域固有の歴史・文化的景観

との共生を目指しています。 

【福井市観光振興計画】 令和 2年(2021) 3 月策定 

計画期間：令和 2年(2020)～令和 7年(2025) 

市民が人や歴史文化、自然、食などを知ることで福井の誇りや自信を醸成するとともに、

おもてなしの充実・強化を図り、観光客が福井らしさを感じる観光振興を指しています。 

 

第４節 本計画における文化財の定義 

  文化財保護法では文化財を「我が国や地域の歴史、文化等の正しい理解のために欠くこ

とのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすもの」としていま

す。この文化財保護法で定義する文化財は、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念

物・文化的景観・伝統的建造物群の６類型としています。このほかに、埋蔵文化財（遺

跡・出土品）と文化財の保存技術を保護の対象としています。 

法は、国や地域の歴史文化特有のもののなかで、重要性や地域性に応じて、国や県及び

市町村が後世に残すべき価値があると認めたものを指定等文化財、一方、地域の歴史を語

るうえで欠かせないが、その価値を学術的に明らかにできていないため、指定されず、保

護の措置が講じられていない文化財を未指定文化財と呼びます。本市にも、地域の人々の

くらしに深く結びつき、大切に守られてきたものや、暮らし、自然などに関わる未指定文

化財が数多くあります。 
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本計画では、指定等文化財と未指定文化財を含めて「文化財」とし、これ以外の 6類型の

文化財、埋蔵文化財、文化財の保存技術に当てはまらないような、地元に残る伝承・伝承地、

町名・地名、福井の発展に貢献した人物、眺望、方言などの歴史・文化・自然的要素を対象

に含みます。 

本計画策定にあたって、文化財に該当しないものの集計は、本市が平成７年から実施した

「うらがまちづくり事業」で各公民館が地区の特色であり、残していきたいと願う「地区の

お宝」を調査したデータ、本計画策定のため実施したアンケート調査やワークショップで、

市民が残していきたい「福井の文化」などを基礎にしています。 

これらの文化財とそれ以外のものが、先人が伝え、育んできた福井を特徴づける歴史、文

化、自然、風土、自然、景観などの構成要素ととらえ、福井を形成してきた“ふくいを彩る”

「文化資源」と定義しました。今後、これらは行政をはじめ民間団体や市民がまちづくり、

賑わいづくり、観光などの事業に利活用できる素材だと考えます。言い換えると、今までの

法の概念で定義される指定等文化財と未指定文化財に、福井を特徴付けるモノ、コトを加え

ることで、福井の彩りが明らかとなり、これを守り、利活用することで市民が郷土に誇りを

持ち、生活が豊かになることが本計画の目指すところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定等 

文化財 
(6 類型) 

未指定文化財             
埋蔵文化財、文化財の保存技術 

指定文化財以外のモノ 

その他の文化資源 
私たちが伝えていきたいモノやコト（伝承、町名など） 

(文化財保護法が定義、保護の対象としないもの) 
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い
を
彩
る 

図序―１ 本計画の対象とする文化財（文化資源） 
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文化財保護法が対象とする文化財 

指
定
等
文
化
財
・
未
指
定
文
化
財 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財保護法第２条の６類型の文化財 

１ 有形文化財     建造物、絵画、彫刻、工芸、書籍・典籍・古文書・考古資料・

歴史資料 
２ 無形文化財    演劇、音楽、工芸技術等 

３ 民俗文化財     (有形）無形民俗文化財に用いられる衣服、器具、家屋等 

(無形）衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、 

民俗芸能、民俗技術等 

４ 記念物        遺跡、名勝地、動物・植物・地質鉱物 

５ 文化的景観    棚田、里山、用水路等  

６ 伝統的建造物群    宿場町、城下町、農漁村等 

保護の対象とする文化財 

７ 埋蔵文化財    土地に埋蔵されている文化財 遺跡、遺物 

８ 伝統的保存技術    文化財の保存に必要な材料や用具の生産・製作、修理・修復の 

技術等 

 

その他の文化資源（文化財保護法による文化財以外で、地域において重要で守

り伝えたいもの） 

１ 地元に伝わる伝承や伝承地  
２ いわれのある町名や地名 

３ ふるさとを代表する人物の事績、逸話 

４ 福井の方言や地域ごとの言語 

５ 印象的な景観や眺望 

６ 地区を特徴づける行事や活動 

文 化 資 源 

図序－２ 文化資源の分類 
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第１章 福井市の概要 

第１節 自然環境 

（１）位置 

福井市は、福井県嶺北のほぼ中央に位置し、東西 56 ㎞、南北 28㎞におよんでおり、面積

は 536.37 ㎢です。西は日本海に接し、海岸線は 52㎞に及びます。北は坂井市、永平寺町、

東は勝山市、大野市、南は池田町、鯖江市、越前町に接しています。 

 

（２）地形・地質 

本市の中心にある福井平野は、東、南、西の三方を山に囲まれています。この平野は九頭

竜川、足羽川、日野川等の河川の堆積作用によって作られたため、平野部から急に山が立ち

上がる景観を呈しています。また、市域に高山はなく、最高点は飯降山
い ふ りや ま

の 884ｍです。 

地質は、新第三紀初期(2,300 万年前～1,600 万年前)の激しい火山活動によってグリーン

タフ(緑色凝灰岩)が形成され、丹生
に ゅ う

山地
さ ん ち

、越前中央山地などに広く分布しています。このう

ち、足羽山で産出するものは「笏
しゃく

谷
だに

石
いし

」と呼び、古墳時代から様々な用途に利用されてき

ました。笏谷石は、平成 28 年(2016)に日本地質学会により「福井の石」に選ばれ、笏谷石

図１-１ 福井市域図 
(国土数値情報(行政区域・水域データ)を加工して作成) 

三里浜海岸 
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を用いた文化は、令和元年(2019)5 月に、日本遺産「400 年の歴史の扉を開ける旅～石から

読み解く中世・近世のまちづくり 越前・福井～」として認定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）水系 

 市域の平野部には、東から流れ込む九頭竜川、足羽川、南からの日野川の３河川及びその

支流があります。 

九頭竜川は県下最大の川で、岐阜県との境界である油坂
あぶらざか

峠
とうげ

付近に源を発し、大野市から、

永平寺町を流れ、福井平野に流出し扇状地を形成しています。足羽川は池田町の冠山に源を

発し、山間部を抜けて福井平野に流れ出ます。日野川は本県、滋賀県、岐阜県境の三国岳付

近に源を発し、越前市、鯖江市を北流します。この３河川は中心市街地の北北西で合流し、

坂井市三国町で日本海に注いでいます。 

（４）気候 

 市域は冬季に曇りや雪または雨の日が多い日本海側の気候に属します。山沿いは福井平

野に比べ雪深い地域となります。最大積雪深は、１ⅿを超えることもあります。 

平成24年(2012)から令和４年(2022)の10年間の平均気温は15.2℃、平均湿度は75.4％、

年間日照時間の平均は 1,767 時間です。年間降水量の平均は 2,441 ㎜と多降水量地域に属

しています。降水量が多いのは、梅雨と台風や秋雨前線の影響が大きい７～９月、雪や雨の 

日が多い 12 月～２月です。 

図１-２ 福井市の地質図 
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（５）植生・動物相 

本市の植生は常緑広葉樹林帯(ヤブツバキやシイなど)から暖温帯落葉樹林帯(コナラや

シデ類など)への移行地域となっています。いわゆる里山には、スギ・ヒノキ人工林やアカ

マツ、クリ、コナラ、ミズナラなどの優占する森林が目立ちます。  

丹生山地と越前中央山地では共通して常緑広葉樹林帯のユキグニミツバツツジ-コナラ

群集、スギ・ヒノキ・サワラ植林がみられます。 

動物相は本州で一 

般的にみられる種類 

で構成されています。 

日本海沿岸部の海 

洋動物は、南からの 

温かい対馬海流と北 

からの冷たいリマン 

海流との境界にあた 

り、潮の流れによっ 

て温暖な海に多いシ 

イラやブリ、寒海性 

魚類のタラなど混在 

しています。 

 

 

0.0
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25.0

30.0
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200.0

250.0
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過去10年間の平均降水量・気温

平均降水量 平均気温

図１-３ 福井市の降水量・平均気温 
(気象庁 福井 2012～2022 年(月ごとの値)を加工して作成) 

 

図１-４ 福井市の植生図 
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第２節 社会的環境 

（１）人口 

本市の人口は、平成 18年(2006)2 月の越廼村、清水町、美山町の合併により、17,396 人

増加し、271,417 人となりました。この市町合併以降、人口減少が続き、令和 5年(2023)ま

での 17 年間で 15,157 人減少し、256,260 人となりました。 

令和 7年(2025)8 月現在〇〇〇人 

です。国立社会保障・人口問題研究 

所の「日本の地域別将来推計人口」 

(令和５年(2023)時点)では、令和 

32 年(2050)に 22 万人を下回ると予 

測されています。特に、年少人口や 

生産年齢人口の県外転出が顕著であ 

り、人口における年齢構成バランス 

が偏り、労働力の減少に伴う経済活 

動の停滞、地域活力の低下、市税 

収入の減少や社会保障費の増大とい 

った経済、生活、財政などへの影響 

はもとより、地域社会の担い手や後 

継者の不足が懸念されています。  

（２）産業 

 農業は平野部での稲作が中心ですが、近年は、木田ちそ、新保ナスなどの伝統野菜や六条

大麦、ソバ、市東部の山間地の美山地区では、焼き畑による赤カブラの生産に力を入れてい

ます。 

林業は、スギなどの植林が多く、美山地区では重要な産業になっています。水産業は、定置

網漁をはじめ沿岸漁業が中心です。 

製造業は、江戸時代から絹織物の生産が盛んで、明治時代以降、繊維産業で培った高い技

術力によって、本県を代表する「羽二重」が生み出され、織物王国となりました。現在も、

本市の製造業における従業者・事業所数及び製造品出荷額は繊維工業が最も多くなってい

ます。 

伝統産業は、越前和蝋燭、銀杏材木工品、越前水引工芸、万司天神掛軸、越前洋傘、福井

三味線、越前菅笠などの工芸品が「福井県郷土工芸品」に指定されています。 

（３）公共交通 

本市の公共交通は、ＪＲ福井駅を起点とし、鉄道及び主要な路線バスが構成する公共交通

幹線軸と、県内各方面への路線バスなどの公共交通網によって市内外の移動のネットワー

クが形成されています。また、地域拠点と周辺地域をつなぎ、福井市内全域の移動を網羅し

ています。 

図１-５ 福井市の人口推移 
実績値は「国勢調査結果」(総務省統計局)、推計値は「日本 

の地域別将来推計人口」(平成 30 年推計)」(国立社会保障・ 

人口問題研究所)を加工して作成) 
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そのほか、地域住民が交通事業者と連携・協力して運行している地域コミュニティバス、

市所有の車両を活用し地域内の日常移動や観光などの利便性向上などのために運行してい

る地域バス、公共交通空白地域の解消や路線バスの廃止代替交通として、交通事業者による

デマンドタクシー が運行しています。 

 鉄道は、南北に旧 JR北陸線のハピラインふくい線、えちぜん鉄道三国芦原線、福井鉄道

福武線、東西にはＪＲ越美北線、えちぜん鉄道勝山永平寺線があり、これらの路線はすべて

ＪＲ福井駅で結節しています。令和 6年(2024)３月 16 日に、北陸新幹線福井駅が開業して

います。    

道路網は、北陸圏と近畿圏を結ぶ北陸自動車道、国道８号線、北陸圏と中部圏を結ぶ国道

158 号線のほか、主要地方道路が縦横に走り、県都として県内の交通の要衝となっています。

また、新たに岐阜県とつなぐ、中部縦貫自動車道の開通を予定しています。 

（４）観光 

本市は、「まちなか」、「一乗谷」、「越前海岸」の３つを観光拠点に位置付けています。ま

た、「ふくい嶺北連携中枢都市圏」 の中心都市として、観光資源をつなぎ合わせて広域に楽

しめる観光周遊ルートの形成、歴史遺産などを活かした回遊性向上を高めるなど、広域観光

の滞在拠点として充実を図る取組みも行っています。今後は、開通が予定されている中部縦

貫自動車道によって、岐阜県をはじめ、東海地方、甲信地方との観光連携が期待されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-６ 福井市交通図 
(国土数値情報(行政区域、高速道路時系列、緊急輸送道路、鉄道データ)、 

基盤地図情報(基本項目、数値標高モデルデータ)を加工して作成) 
(北陸新幹線ルートについては福井県 HP を加工して作成)  

 



12 

 

（５）文化財関連施設 

 市の文化財関連施設は、福井市自然史博物館、福井市立郷土歴史博物館、福井市美術館

の３つの登録博物館と博物館類似施設の福井市愛宕坂茶道美術館、福井市橘曙覧記念文学

館のあわせて５施設があり、本市の文化資源の資料の収集、保存、展示、調査、研究、教育

普及など 

を行っています。さらに、清水郷土歴史資料館、越廼ふるさと資料館、北の庄城址資料館、

福井市水道記念館、福井市グリフィス記念館の 5施設では、収集した資料の展示を行ってい

ます。 

また、福井市教育委員会事務局文化財保護課は、文化財保護センターにおいて、本市の文

化財行政を担うとともに、考古資料の展示や体験学習を行っています。文化資源に関わる施

設として、一乗谷朝倉氏遺跡復原町並、名勝養浩館庭園、福井市おさごえ民家園、福井市宿

布発電所跡公園などがあります。 

さらに市立図書館においては、福井藩主松平家関係の文書の保管、一乗谷朝倉氏遺跡事務

所は特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡の管理、睦月神事会館は国指定無形民俗文化財睦月神事の

練習や公開場所として、文化資源の維持・管理・継承を行っています。 

施設名 内容 運営 

福井市自然史博物館 
県内を中心に動植物・化石・鉱物等の展示のほか、収集、保存、

調査研究  
市直営 

福井市立郷土歴史博物館 
考古遺物、松平家関係品等の展示のほか、収集、保存、調査研

究  
市直営 

福井市美術館 
本市出身の彫刻家高田博厚の作品を収蔵、展示ほか、収集、保

存、調査研究 
市直営 

福井市愛宕坂茶道美術館 茶道文化に関する展示 委託運営 

福井市橘 曙 覧
たちばなのあけみ

記念文学館 幕末の歌人橘曙覧に関する展示 委託運営 

清水郷土資料館 清水地区の考古資料等の展示 市直営 

越廼ふるさと資料館 越廼地区の民俗資料等についての展示 市直営 

北の庄城址資料館 北庄城跡の資料展示 市直営 

水道記念館 市の水道事業の資料展示 市直営 

福井市グリフィス記念館 幕末の福井藩お抱え外国人教師グリフィスに関する展示 委託運営 

福井市文化財保護センター 市内出土の考古遺物の展示  市直営 

一乗谷朝倉氏遺跡復原町並 発掘で再現した戦国時代の武家屋敷等の町屋の復原展示 委託運営 

名勝養浩館庭園 養浩館庭園の公開、管理 市直営 

福井市おさごえ民家園 江戸時代の県内民家等６棟を移築展示 市直営 

福井市宿布発電所跡公園 水力発電の仕組みや歴史に関する展示 市直営 

福井市図書館 通常の図書館業務のほか、松平家関係文書の保管 市直営 

一乗谷朝倉氏遺跡事務所 遺跡の事務的窓口業務のほか、管理業務 市直営 

睦月
む つ き

神事会館 睦月神事に関する道具類の保管、練習や神事の会場として利用 地区運営 
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写真１-１ 国指定 林・藤島遺跡出土品 

    （福井県埋蔵文化財調査センター蔵） 

第３節 歴史環境 

（１）歴史的変遷 

① 地質時代 

美山地区の足羽川中流域には、中生代ジュラ紀から白亜紀(2 億 100～6,600 万年前)の内

海や海岸に近い湖に土砂が堆積して形成された手取層群が分布し、全国的に見ても貴重な

爬虫類やアンモナイト、貝類、昆虫などの化石が産出します。 

② 先史時代 

＜縄文時代＞  

福井平野は、1 万 2,000 年前の最終氷期後の地球規模の温暖化により海水面上昇が進み、

7,000 年～5,500 年前の縄文時代前期は、今より 3～5ｍ海水面が高く、足羽山付近まで海が

入り込んでいました。その後、海水 

面が下がるとともに、川による土砂の 

堆積が進み、4,500 年前の縄文後期に 

は今の福井平野の原型が形成されまし 

た。 

縄文時代前期の遺跡は、海水面上昇 

に伴い、福井平野を取り巻く山地の縁 

辺部の丘陵や河川の谷口の微高地で多 

く見つかっています。丹生山地北方の 

浜島遺跡、同山地の東方に県指定史跡 

北堀貝塚、越前中央山地縁辺の天神遺 

跡などがあります。天神遺跡は、足羽 

川近くの集落跡で、円形の竪穴住居が 

見つかっています。漁労具の石錘が大 

量に出土しており、漁業を中心とした 

採取生活をしていました。 

海水面が下がった 4,500 年前には、 

丘陵から平野へ生活の場を広げました。 

＜弥生時代＞  

弥生時代は、西日本から稲作が伝わり、 

農耕生活が始まる時代です。2,000 年前 

の本市南部にある文殊山麓の糞置
くそおき

遺跡、 

九頭竜川左岸の林・藤島遺跡が有名です。 

糞置遺跡は、竪穴住居、井戸跡、土器 

棺墓などを検出し、居住区と墓域が区別 

されていた集落でした。出土品には田畑 

図１-７ 福井平野の主な縄文・弥生遺跡 
（福井市 平成９年(1997)３月『福井市史 通史１ 古代・中

世』 25p 改） 
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写真１-２ 足羽山の山頂古墳出土石棺 

        （福井市郷土歴史博物館蔵） 

写真１-３ 糞置荘園開田図(東大寺蔵） 

を耕した石鍬が出土しています。林・藤島遺跡は、竪穴住居内で勾玉・管玉の未製品や道具

などが出土し、集落で玉などの装身具を製作していたことがわかりました。 

＜古墳時代＞ 

 古墳時代は、権力者たちの地位や権威が前方後円墳などの古墳によって示された時代で、

中央（大和政権）と各地の政治勢力のつながりが形成されていきました。継体天皇は本市と

のゆかりが深く、この時代を語るうえで、欠かせない重要な人物です。伝承に、九頭竜川の

治水、笏谷石の発見などがあります。 

足羽神社は、継体天皇が治水を始めるときに福井平野を一望できる足羽山に宮を建て、朝

廷に祀られている大宮地之
おおみやどころの

霊
みたま

(坐摩
いかすりの

神
かみ

)を足羽山に勧請して安全を祈願した場所として伝

わります。平野を開いた後には、北陸随一の黒龍
くろたつ

川（九頭竜川）の守護として毛
け

谷
や

黒龍
くろたつ

神社

と黒龍神社に祀られています。足羽山の山頂には、この功績をたたえて明治 16年(1883)に

笏 谷石製の継体天皇像が建立されました。 

古墳時代の特徴は、２千基を超える古

墳と足羽山産出の笏谷石製の石棺にあり

ます。古墳は、福井平野を囲む山や足羽山

などの独立丘陵に広く分布し、北陸地方

最大の酒生古墳群があります。 

本市最大の免鳥長山古墳や足羽山古墳 

群の被葬者は、出土した石棺の文様や副

葬品から畿内や出雲地方との関係が認め

られます。 

 

 ③ 古代（飛鳥～平安時代） 

古代には、泰澄が登場し、越智山、白山、吉

野岳、文珠山、日野山の五山を開山して、白山

信仰を広めました。また、市内の寺社の創建に

係る事跡が数多く残ります。 

『日本書紀』の記事では、７世紀の終わりに

は越前国が誕生し、本市には足羽郡がおかれ、

越前国を縦断する北陸道も整備されました。 

福井平野の開発が本格的に始まるのは奈良 

時代からです。奈良の東大寺は、8世紀中頃に 

造仏のため越前国の開発に着手し、福井平 

野に東大寺領の道
ち

守
もりの

荘
しょう

や糞置
くそおき

荘
しょう

などの荘園 

を開きました。こうした経緯は、東大寺正倉 

院に残された絵図で明らかにされ、特に道守荘、 
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糞置荘は絵図と現在の地形が一致する全国的にも貴重なところです。 

酒生
さ こ う

地区には道守荘の開発に係った豪族生江氏とのつながりを示す飛鳥時代の市指定史

跡篠尾廃寺跡があります。また、糞置荘のあった二上地区やその周辺地区には、国指定重要

文化財木造十一面観音菩薩立像をはじめ、平安時代の仏像が残っています。 

④ 中世 

中世は、新しい宗教の浸透、南北朝の動乱、朝倉氏の台頭と滅亡などがあげられます。13

世紀後半に浄土真宗高田派の布教が美濃から越前に入り、大野郡、足羽郡へと広がりました。

また、文明３年(1471)に吉崎御坊(あわら市吉崎)を拠点とする蓮如の布教が始まり、本願寺

系の勢力が拡大しました。一方、天台宗の平泉寺、豊原寺などの寺院も引き続き勢力をもっ

ていました。 

南北朝時代の越前国は、後醍醐天皇の下で足利尊氏と争っていた新田義貞が、延元元年

(1336)に越前国に向かい、北朝方の斯波高経と争いました。高経の本拠地の黒丸城は九頭竜

川と日野川の合流地点付近にあり、足羽七城（黒丸城、北庄城、安居
あ ご

城、江守城、勝虎城、

藤島城、波
は

羅
ら

蜜
みつ

城）といわれる小城塞を周囲に巡らせ防備を固めました。延元３年(1338)、

義貞は、藤島城を攻める味方の救援に向かう途中に、燈明寺畷
とうみょうじなわて

で黒丸城から出撃した斯波

氏方の軍勢と遭遇して討たれました。  

この動乱の最中、朝倉氏は越前守護斯波氏の家臣として但馬から越前に入りました。朝倉

氏は但馬国朝倉庄(兵庫県養父市)の有力武士で、斯波氏の下で次第に頭角を現しました。応

仁元年(1467)に起こった応仁の乱では、当 

初西軍に属しましたが、文明３年(1471)に 

東軍に寝返り、敵対する甲斐・斯波氏を退 

けて越前国の支配者となり、一乗谷に本拠 

を移して越前支配を固めていきました。 

朝倉氏は、織田信長と敵対し、姉川の 

戦いなど度々戦いますが、天正元年(1573) 

の戦いで敗れ、繁栄を誇った城下町も信 

長の軍によって灰燼に帰しました。朝倉 

氏の滅亡後、一向一揆を降した信長は、 

柴田勝家に越前８郡 49万石を与えました。 

勝家は一乗谷から 10ｋｍ離れた北庄に城 

とその城下町を建設しました。本丸は、現 

在の柴田神社あたりにあったと言われてい 

ます。越前に入ってわずか９年後の天正 

11 年(1583)に、豊臣秀吉との戦いに敗れ落 

城しました。 

 

写真１-４ 国指定史跡燈明寺畷新田義貞戦歿伝説地 

写真１-５ 盛源寺石仏・石塔 
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⑤ 近世 

慶長 5年(1600)徳川家康の次男、結城秀康が関ケ原の戦いの功績によって越前に 68万石

を与えられ、新しく福井城を築城しました。慶長 12 年(1607)には芝原上水が引かれ、主に

城内の飲み水や農業用水に利用されました。 

笏谷石は、青緑色が美しく加工が 

容易で耐火性にも優れ、戦国時代以 

降、石造物などの他に生活用品や北 

庄城、福井城の石垣、屋根瓦に用い 

られました。秀康は、足羽山の採掘 

の権利を臣下の本多大蔵など上級武 

士８人に与えました。18世紀以降、 

切り出された石は北前船で三国湊か 

ら全国各地に運ばれました。  

中世以降に絹織物の技術が北陸に広まり、福井で高級な絹織物の生産が盛んになりまし

た。福井藩は寛政 11 年(1799)に、国産の絹類・布木綿などの他国移出を禁じ、他国から入

る絹類の口銭を取ることにして国産奨励と財源の拡大を図りました。  

幕末の福井藩主松平春嶽(慶永)は、身分に限らず優秀な人材を登用して藩政改革を進め、

幕政に関りました。その下で、由利公正、橋本左内、橘曙覧、笠原白翁をはじめ多くの人物

が活躍しました。 

⑥ 近現代 

明治 22 年(1889) 、本市を含め全国 39 都

市で我が国最初の市制が施行されました。

当時の人口は 38,981 人でした 。明治 29年

(1896)に敦賀－森田間に北陸鉄道が開通

し、福井駅が開業しました。大正時代に入

ると、絹織物から人絹織物へ転換し、昭和

時代に、福井県は全国の人絹生産の 7割弱

を占め、昭和 7年(1932)には世界で初めて

の人絹取引所が開設されるまでに発展し

ました。  

昭和 3年(1928)、福井城本丸に移転した 

県庁の跡地にだるま屋百貨店が開店し、そ 

の後も徐々に繁華街の中心が北陸街道沿い 

から福井駅の方へ移動していきました。福 

井人絹取引所、銀行、証券会社などが中央 

大通りに集中してビジネス街が誕生しまし 
写真１-８ 福井地震 

写真１-６ 福井城下眺望図 

写真１－７ 戦前の福井駅前『 福井市広報課写真帖』 

            福井市立郷土歴史博物館蔵 
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た。交通機関は、昭和 8年（1933)の福武電気鉄道(現福井鉄道)の福井駅前乗り入れやバス

の発着場整備により、今日の都心の原形が整えられました。しかし、昭和 20 年(1945)７月

19 日に米軍機による福井空襲を受け、市街地の 9割前後が焼失し、空襲による死者は 1,500

人を超えました。 

戦後復興の目処が付いた矢先の昭和 23年(1948)6 月 28 日、福井平野直下を震源とするマ

グニチュード 7.1 の福井地震が発生し、再び市街の全域が壊滅状態になりました。地震の犠

牲者は被災地全体で 3,769 人を数えました。さらに、震災から 1 カ月も経たない昭和 23年

(1948)7 月 23 日から 25日にかけての集中豪雨で堤防が破れ、浸水家屋 7,000 戸、被災人口

約 28,000 人にも及ぶ未曾有の水害が発生しました。それでも、市民は、福井地震直前に策

定された戦災復興都市計画を基本にしながら区画整理や街路の拡張整備・上下水道の改良・

公園緑地の拡充などを進め、昭和 44 年(1969)に戦災復興土地区画整理事業を完了しました。 

その後も、平成 16 年(2004)7 月の福井豪雨で被害を受けましたが、市民の不屈の精神によ

って「不死鳥のまち福井」にふさわしい今日の繁栄を築き上げました。 

中心市街地は、福井県の玄関口として北陸新幹線福井駅部工事を含む福井駅付近連続立

体交差事業や福井駅周辺土地区画整理事業、手寄地区市街地再開発事業などが実施され、活

力と魅力ある都市拠点の形成に向けた整備が現在も進められています。また、本市はより発

展すべく、表 1-1のとおり、周辺の町村と合併を行ってきました。平成 12年(2000)11 月に

は、特例市に移行し、平成 18年(2006)2 月１日に足羽郡美山町、丹生郡越廼村、清水町 3町

村と合併し、現在の福井市となり、平成 31年(2019)4 月 1 日、中核市に移行しました。 

最後に本市の社会教育事業は、

１つの小学校区に１つの公民館の

設置を原則とし、49 公民館区を設

定しています。 

公民館区では、小学校を基盤に

地域のつながりや世代間の交流を

行っています。あわせて、地域性を

配慮して、49 公民館区を８ブロッ

クのまとまりとし、ブロック内の

公民館の交流が図られています。 

 

 

 

 

 

 

 
序表１-１ 福井市の成立 
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ブロック名 公民館名(地区) 

あたご 木田・豊・足羽・湊 

不死鳥 春山・宝永・順化・松本・日之出・旭・日新 

みなみ 清明・東安居・社南・社北・社西・麻生津 

あずま 和田・円山・啓蒙・岡保・東藤島 

九頭龍 西藤島・中藤島・河合・森田・明新 

光 安居・一光・殿下・越廼・清水西・清水東・清水南・清水北 

川西 大安寺・国見・鶉・棗・鷹巣・本郷・宮ノ下 

足羽 酒生・一乗・上文殊・文殊・六条・東郷・美山 

 

序表１-２ ブロック内公民館区図 

棗 

鷹巣 

鶉 

一光 

国見 

越廼 

殿下 

安居 

清水西 
清水南 

清水東 

本郷 

清水北 

宮
ノ
下 

河合 
森田 

美山 

中藤島 

東藤島 

岡保 

西藤島 

麻生津 

東郷 

上文殊 

文殊 

明新 

和田 

一乗 

大
安
寺 

酒生 

社西 

清明 

木田 
社南 

社北 

東安居 

松
本 

湊 宝永 
順化 

春
山 

豊 

日
新 

啓蒙 

円山 

足羽 旭 

日
之
出 

六条 

足羽 

川西 

光 

不死鳥 

九頭竜 

あずま 

あたご 

みなみ 



19 

 

第 2 章 福井市の文化資源の概要 

第１節 指定等文化財の概要と状況 

令和 7年（2025）8月時点で、福井市内の指定等文化財は計 197 件あります。内訳は、国

指定 22 件、国選定１件、国選択１件、県指定 62 件、市指定 88件、国登録 24 件です。内容

は下記のとおりですが、無形文化財や伝統的建造物群がなく調査研究していくことが望ま

れます。 

 

類  型 
国指定・ 

選定 
国選択 県指定 市指定 国登録 合計 

有形文化財 

 

建造物 1 － 4 17 24 46 

美

術

工

芸

品 

絵 画 3 － 11 3 0 17 

彫 刻 1 － 19 18 0 38 

工芸品 3 － 5   1 0 9 

書跡・典籍 1 － 1 0 0 2 

古文書 1 －   1 3 0 5 

考古資料 2 － 7 4 0 13 

歴史資料 1 － 2 0 0 3 

無形文化財 0 0 0 0 0 0 

民俗文化財 
有形の民俗文化財 0 － 1 1 0 2 

無形の民俗文化財 2 1  6 2 0 11 

記念物 

遺 跡 3 － 5 17 0 25 

名勝地 2 － 0 1 0 3 

動物・植物・地質鉱物 1 － 1 20 0 22 

文化的景観 1 － － 0   － 1 

伝統的建造物群 0 － － －   － 0 

合  計 22 1 63 87 24 197 

 

１ 国指定・選定文化財 

（１）国指定文化財 

国指定文化財は 22件あります。有形文化財は建造物 1件、美術工芸品 12件があります。

民俗文化財は 2件、記念物は 6件あります。 

建造物は、福井藩主松平光通
みつみち

が万治元年(1659)に建立した大安寺が指定されています。 

藩主の永代菩提所として本堂・庫裏・開山堂・鐘楼など禅院の主要堂宇を揃えた伽藍であり、

禅宗様を基調とした建物は、優れた意匠や技量がよく保存されていると評価されています。 

表２-１ 指定等文化財件数(令和 7 年 8 月現在) 
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美術工芸品のうち絵画は、仏教関係では、大安

寺の絹本著色羅漢図、安養寺の絹本著色阿弥陀

三尊二十五菩薩来迎図があります。中世では、心

月寺に戦国大名朝倉氏を伝える絹本著色朝倉敏

景像 附 絹本著色朝倉義景像があります。 

彫刻は、文殊山北麓の二上観音堂に泰澄と白

山信仰に関連する平安時代の木造十一面観音菩

薩立像があります。  

工芸品は、藤島神社に新田義貞に関する鉄製銀象嵌冑ほか太刀 2口

があります。 

考古資料は、特別指定史跡の一乗谷朝倉氏遺跡発掘調査出土品、弥

生時代の玉生産集落跡から出土した林・藤島遺跡出土品があります。 

民俗文化財は、無形の民俗文化財で国指定 2 件と国選択１件があ

ります。国指定は、糸崎寺の糸崎の仏舞、賀茂神社の睦月神事です。

国選択は、国山町の国山の神事があります。  

記念物は、一乗谷朝倉氏遺跡が特別史跡と特別史跡内の４庭園が

特別名勝になっています。このほかに越前海岸の免鳥長山古墳、新田

義貞にまつわる鉄製銀象嵌冑が出土した灯明寺畷新田義貞戦歿伝説

地、福井藩主別邸の養浩館（旧御泉水屋敷）庭園、アラレガコ生息地

があります。  

（２）国選定文化財 

文化的景観として、日本水仙の三大群生地の一つに知られる福井

市下岬地区の「越前海岸の水仙畑 下岬の文化的景観」があります。 

２ 県指定文化財 

県指定の文化財は 63 件あります。有形文化財は、建造物 4件、美術工芸品 46件がありま

す。民俗文化財は７件、記念物は 6件あります。 

 建造物は、福井城で唯一残る遺構である本丸

御殿の小座敷を移築・改修した瑞源寺本堂、鎌倉

時代の様式を伝え、県指定の平安時代の彫刻を

安置していた樺
かば

八幡
はちまん

神社古拝殿、江戸中期に建

立した賀茂神社大鳥居、市街地において、福井戦

災、福井地震を乗り越えた江戸後期再建の専照

寺があります。 

 美術工芸品は、大安寺に平安時代から江戸時

代の絵画、浄土真宗の宝物として専照寺、浄得寺

など多くの寺院に絵画が残されています。 

写真２-2  

木造十一面観音菩薩立像 

写真２-1 大安寺 本堂 

写真２-3 瑞源寺本堂 
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彫刻は、樺八幡神社の 9件が、現在、福井県立歴史博物館に寄託されています。このほか

では、猿田彦神社にある平安時代の木造十一面観音立像、泰澄の生誕地と伝わる泰澄寺に平

安時代前期の木造僧形坐像などがあります。    

考古資料は、笏谷石製石棺や花野谷古墳出土品、林・藤島遺跡出土品などがあります。 

 民俗文化財のうち無形の民俗文化財は、天正年間(1573～85)から伝わる火産
ほ む

霊
すび

神社の馬

鹿ばやしのほか、渡御行事のじじぐれ祭り、オシッサマのお渡り、来訪神行事の白浜町のア

マメン、行列を組み奉納するしたんじょ行事、 

花山行事といった地域に根付いた芸能が指定さ 

れています。 

 記念物は、遺跡に笏谷石製石棺が出土する足

羽山古墳群、約 150 基の古墳が密集する御茸山
み た けや ま

古墳群があり、古墳時代から古代にかけての中

央集権国家形成過程を示す遺跡が指定されて

います。植物に、真杉家のタラヨウがあります。 

３ 市指定文化財 

市指定の文化財は 88 件あります。有形文化財は、建造物 18件、美術工芸品 29件があり

ます。民俗文化財は 3件、記念物は 38件あります。 

建造物は、越前海岸で浄土真宗の普及を担った江戸時代の法雲寺本堂・鐘楼、福井藩大 

庄屋の毛利家長屋門、福井県内の古民家を移築したおさごえ民家園の古民家 6棟、福井戦 

災、福井地震を免れた火産霊神社の赤レンガ 

倉庫、昭和初期の旧鶉小学校の笏谷石製の奉 

安庫であった願念寺納骨堂などがあります。 

美術工芸品は、彫刻が 18件と多く、そのす

べてが仏像や神像です。そのうち、平安時代の

ものが 11件あり、文殊山にかかわる当時の信

仰を物語る作品です。 

無形の民俗文化財は、本市で広く行われて

いる小正月の火祭り行事として、舟橋の左義

長、観音像がかかった地引網を引き上げた時

に歌った免鳥夜網節があります。 

 記念物は、古墳、城跡、伝承地の史跡のほか、

戦国大名朝倉氏に関わるものがあります。植

物は、足羽神社のシダレザクラ、モミジ、福井

神社のイチョウ、地質鉱物は、軍艦島・大味海

岸、大石海岸など越前海岸の風光明媚な海岸

線が指定されています。 

写真２-４ 馬鹿ばやし 

写真２-６ 足羽神社のシダレザクラ 

写真２-５旧城地家住宅（おさごえ民家園） 
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４ 国登録文化財 

 国登録文化財は、建造物 24件があります。酒

造業などを営み、江戸時代から明治時代に建築

された石田家住宅・安本酒造、市街地では福井戦

災、福井地震を乗り越えた福井市水道記念館、戦

災・震災の復興のシンボルとして昭和 27 年

(1952)に建設された福井市自然史博物館旧館、

震災後に再建された代表的な料亭建築である料

亭開花亭などがあります。 

 

第２節 未指定文化財 

本市の未指定文化財の件数は、令和７年（2025）８月時点で総数 1,308 件を把握していま

す。文化財の類型にあてはめると、建造物 626 件、絵画 13件、彫刻 113 件、工芸品 15 件、

書籍・典籍 10 件、古文書３件、考古資料 8 件、歴史資料 38 件、有形の民俗文化財 28 件、

無形の民俗文化財 91 件、遺跡 127 件、名勝地 31件、動物・植物・地質鉱物(天然記念物)40

件、文化的景観 38件、伝統的建造物群３件、選定保存技術２件です。 

このほか、上記類型に当てはまらない文化資源は、122 件で、偉人の事績・逸話が 40 件

と最も多く、伝承・伝承地が 32 件、地名・町名が 29 件、行事・活動が 17件、眺望が 3件、

方言が 1件となります。 

これら未指定文化財は、調査が十分ではないため、参考資料の未指定文化財リストに挙げ

きれなかったものも存在します。今後も、文化財保護委員会をはじめ、市民と一体となって

調査研究を進め、未指定文化財の存在を把握していく必要があります。 

（１）有形文化財   

建造物は、農村・漁村における住宅や寺社のほか、近代のものとして市街地で福井空襲前

に建てられた社屋のほか、福井地震後に建てられた寺社や料亭などがあります。また、集落

内の神社にある笏石製の石塔などがあります。そのほかに寺社で保有する彫刻や石仏があ

ります。 

（２）民俗文化財  有形の民俗文化財は、寺社の棟札や神社の絵馬があります。また、

笏谷石の採掘道具や昭和 40 年代以前の農機具といった民具の一括資料があります。無形の

民俗文化財は、昔から伝わる郷土食、音頭、踊りなどがあります。 

（３）記念物  記念物は、遺跡に本市の歴史に関わる人物の生家跡、寺院跡、学校跡、

採掘鉱跡などがあります。名勝地は、滝や名水の湧水地が多くあります。植物は、寺社の樹

木とともに地域で守られている植物があります。 

（４）文化的景観  景観は山頂を視点場とした八幡山や下市山などからの風景、平野で

は、麻生津地区の田園風景や足羽山の桜、足羽川の桜並木など地域住民によって形成され、

管理しているものがあります。 

写真２-７ 料亭開花亭 
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（５）伝統的建造物群  古くからの街並みを残しているところは少ないですが、北陸街道

沿いの町並みや越前海岸の漁師町があります。 

（６）文化資源  文化資源は、市民アンケートや各地区の刊行物により、数多くの要素

を抽出しました。各地区にゆかりのある偉人の事績・逸話や伝承・伝承地を多く取り上げて

います。 

また、区画整理事業等の開発により変わりゆく地名・町名もあります。行事・活動として、

各地区の自然や歴史を特徴づける宮ノ下地区のコスモス公苑などの新しい活動などを取り

上げました。 

 

類  型/ブロック 
あ
た
ご 

不
死
鳥 

み
な
み 

あ
ず
ま 

九
頭
龍 

光 

川 

西 

足 

羽 

市
全
域 

合 

計 

 

有形文化財 

 

建造物 63 27 80 70 65 66 127 128 0 626 

美

術

工

芸

品 

絵 画 0 2 0 0 0 1 7 3 0 13 

彫 刻 10 6 28 2 7 8 11 41 0 113 

工芸品 0 5 2 0 0 1 3 4 0 15 

書跡・典籍 5 2 0 1 0 1 0 1 0 10 

古文書 0  0 0 0 0 0 1 2 0 3 

考古資料 0  1 6 0 0 0 1 0 0 8 

歴史資料 11  2 3 4 16 0 0 0 2 38 

無形文化財 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

民俗文化財 
有形の民俗文化財 0 0 7 2 0 1 11 7 0 28 

無形の民俗文化財 7 6 5 7 0 16 11 13 26 91 

記念物 

遺 跡 28 28 21 11 4 5 9 21 0 127 

名勝地 0 0 7 4 0 3 10 7 0 31 

動物・植物・地質鉱物 3 1 1 2 1 13 11 8 0 40 

文化的景観 9 8 2 3 4 4 2 6 0 38 

伝統的建造物群 0 0 1 0 0   0 2 0 0 3 

選定保存技術 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

文化資源 

伝承・伝承地 2 0 1 4 5 5 7 8 0 32 

地名・町名 6 14 2 0 0 2 0 5 0 29 

事績・逸話 7 10 4 2 2 2 4 2 7 40 

方言 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

眺望 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 

行事・活動 0 4 3 0 0 1 3 5 1 17 

合  計 151 118 175 112 104 130 220 261 35 1308 

表２ー２ 未指定等文化財件数(令和７年８月１日現在) 
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第３節 関連する制度 

日本遺産 「400 年の歴史の扉を開ける旅 ～石から読み解く中世・近世のまちづく 

り 越前・福井～」 

 福井市と勝山市で、中世から近代、そして現代まで越前・福井の暮らしや文化を支えてき

た笏谷石などの石をテーマにした日本遺産です。福井市では、一乗谷朝倉氏遺跡、福井城址、

養浩館（旧御泉水屋敷）庭園、大安寺、勝山市では白山平泉寺、旧玄成院庭園などを取り上

げ、「石づくりの戦国城下町と中世宗教都市」、「近世城下町のまちづくりと石」、「石に現れ

た日本人の美と信仰」の３つのストーリーで石が語る福井の歴史や文化を伝え、これらの保

存と活用を図っていくことを目指しています。                            

「１００年フード」 

日本各地には、自然風土や歴史に根付いた多様な食文化があります。歴史性のあるものは

文化財として登録もされていますが、それ以外で世代を超えて受け継がれ、長らく、愛され

る続ける地域の食文化を「100 年フード」として令和３年度(2021)から文化庁が認定してい 

ます。また、地域の関係者、地方自治体が、伝統的な食文化を継承する取組みを行います。 

本市に関わり深いものに「はまな味噌」、「福井のソースカツ丼」があります。 

① はまな味噌  

主に福井県嶺北地方で食されています。由来は、諸

説ありますが、徳川家康の次男である結城秀康が越

前藩主として封じられた際に家康の好物であった

はま
● ●

納豆
● ●

を家臣や村人に広め、福井の風土に合った

越冬食に変化したものと言われています。昔は家庭

で寒い時期に作り、温かいご飯と一緒に食べるのが

一般的でした。現在は家庭で作られることは少なく

なり、県内の醤油屋・味噌屋が製造しています。 

② 福井のソースカツ丼  

福井県のソールフードである「ソースカツ丼」は、

片町通りの「ヨーロッパ軒」で最初に提供されたメニ

ューです。大正 2 年(1913)に創業者の高畠増太郎が

ドイツの料理修行から帰国し、当時、日本にはなかっ

たソースを使ってカツ丼にしたのが始まりです。大 

正 6 年(1917)頃に東京で店を構えていましたが、関

東大震災で実家の福井に避難し、「ヨーロッパ軒」を

開店し、「ソースカツ丼」を提供しました。 

 

 

 

写真２-13 はまな味噌 

写真２-14 ソ－スカツ丼 



25 

 

第 3 章 福井市の文化資源の特性 

第 1節 福井を照らす光が示す文化資源の特性について 

福井市は越前海岸、福井平野、平野を

取り囲む山間地それぞれに醸成された

文化資源があります。こうした文化資

源を抽象化し、福井らしい歴史や文化

を抽出するため、光の持つイメージを

通して表現することにしました。 

光のイメージは、赤・青・緑の 3原色

とこれらが重なり合うことで出来る白

の 4色で表現します。この 4色を「福井

を照らす光」とし、光を本市の文化資源

のもつ歴史や文化などの事象に照射す

ることで抽出できる共通のキーワード

を「特性」としました。ここでは、「福

井を照らす光」と「特性」、「特性」に係

る文化資源について記します。 

 

 

 

光のイメージ 光 特   性 特性に係る文化資源 

不屈、情熱、強さ 赤 １ 福井の不屈の気概 

近代化と復興 

真宗王国ふくい 

戦国大名朝倉氏 

神秘、雄大、安心 青 ２ 福井の神秘と安心 

笏谷石 

福井城 

越前海岸 

癒し、生命、再生 緑 ３ 福井の山文化 

文殊山 

継体天皇 

美しい山 

純粋、無垢 白 ４ 心に宿る福井 ふるさと福井 
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第２節 福井を照らす光と文化資源の特性 

（１）福井を照らす赤色の光  

赤色は、「不屈」、「情熱」、「強さ」をイメージします。このイメージから抽出できる特性

を「福井の不屈の気概」とします。 

特性 1 福井の不屈の気概 

「福井の不屈の気概」は、先人が幾多の天災、戦災の試練をくぐりぬけ、守り、伝えてき

た弛まぬ心を表しています。 

この特性を示す文化資源は、福井空襲と福井地震で壊滅したまちの復興、戦国大名の弾圧

を受けながら教えを伝えている浄土真宗、戦国時代に下剋上を果たした戦国大名朝倉氏が

あります。 

【戦後の復興】  

本市は、福井空襲、次いで福井地震に見舞われ、壊滅的な被害を受けました。そのため、

近世以来の歴史・文化の中心である市街地の文化資源は極めて限られ、現在残るものは歴史

を語る貴重なものです。一方、不屈の気概を持って復興に取り組み、震災の 4 年後の昭和 27

年(1952)には、復興博覧会を催しました。また、旧町名を町内会の名称に用いるなど、市民

は福井城下町の名残を大切にしています。 

【真宗王国】  

浄土真宗は、戦国時代に激しい弾圧を受けましたが、今でもその教えは伝わり、市民の日

常生活に深く根付いています。市内には 180 を超える寺院があり、特に北国街道沿いでは、

毎年、蓮如を奉じる御影道中に関わっています。また、集落ごとに報恩講や報恩講料理の振

る舞いなどに代表される文化資源があり、市民の信仰も厚く、真宗王国と言えます。 

【戦国大名朝倉氏】  

本市は、戦国時代の動乱の中、越前を治めた朝倉氏の戦いや領国支配を物語る文化資源は、

一乗谷地区の特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡が有名ですがあり、市内全域に朝倉氏にまつわる

寺社や城館跡が数多くあります。 

（２）福井を照らす青色の光  

青色は、「神秘」、「雄大」、「安心」をイメージします。このイメージから抽出できる特性

を「福井の神秘と安心」とします。 

特性２ 福井の神秘と安心 

「福井の神秘と安心」は、先人が海を通じた交流・交易の中から残し伝えてきた自然のも

つ神秘性や先人が使い、守り続けた信頼ある文化資源を表しています。 

この特性を示す文化資源には、悠久の歴史の中で形成された神秘的な石材である笏谷石、

幾重に廻る堀と笏谷石の石垣で築いた北国一の規模を誇る福井城を守りに北国の要と

して越前を治めた松平家を語る「福井城」、日本海の雄大さと他地域との文化交流を語

る「越前海岸」があります。 
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【笏谷石】  

足羽山でのみ産出される笏谷石は、水に濡れると青色に変化する神秘的な石材です。加工

し易く、足羽川を利用して運搬が容易であることから、古墳時代から現代まで様々な素材に

利用されました。古墳時代には王の棺、中世以降には石仏・石塔に用いられたほか、建築資

材、道具などありとあらゆるものに使用されていました。江戸時代には、北前船交易で日本

海沿岸の都市に運ばれ、燈籠や建築資材等に利用されました。平成 11 年(1999)に採掘を終

えていますが、市内のいたるところで見られる身近な石材で、本市を代表する文化資源です。 

【福井城】  

親藩として北国の守りを託された結城秀康は、幾重にも巡る水堀と石垣で壮大な福井城

を築城し、権威を示しました。その後、松平家の治世は寺社を保護し、民衆の暮らしに安定

をもたらし、今に続く行事や慣習が残っています。幕末には、松平春嶽をはじめ、各分野で

偉人を輩出しています。 

【越前海岸】  

越前海岸沿いの地域では、海流による他地域との交流を伝える食文化や伝統行事など、他

地域にはない文化資源が存在します。また、海の恩恵を受けた温暖な気候で育つ水仙が独特

の景観をみせています。 

（３）福井を照らす緑色の光  

緑色は、「癒し」、「命」、「再生」をイメージします。このイメージから抽出できる特性を

「福井の山文化」とします。 

特性３ 福井の山文化 

「福井の山文化」は、先人が福井の自然と対峙して培ってきた営みの足跡を表します。こ

の特性を示す文化資源は、古墳や出土品から越の国の隆盛を伝える「古墳文化」、泰澄が開

山した「文殊山」、美山地区や丹生山地で自然と寄り添う「美しい山」があります。 

【古墳文化】  

福井平野を望む山々には 2,000 基以上の古墳があり、出土品からも越の国の権力や繁

栄を見ることができます。また、この繁栄を今に伝える上で、継体天皇の存在が重要な役割

をしています。多くの神社が社殿にその名を残すほか、九頭竜川の治水や足羽山の開発など

の伝承を残しています。 

【文殊山信仰】  

泰澄が開山したと伝わる文殊山とその麓には、ゆかりの寺院や修行の場などの山岳信仰

を伝える文化資源が残ります。文殊山は今も信仰の山として親しまれており、多くの参拝者

が訪れています。 

【美しい山】 

本市東部の山間部にある美山地区は、縄文時代以来、岐阜県へ通じる交通の要衝で、文化

が交錯し、谷筋ごとに独特の農業や食文化など豊かな山の暮らしを伝える文化資源が残し

ています。 
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（４）福井を照らす白色の光  

赤色・青色・緑色の光の重なりあった白色は、「純粋」、「無垢」をイメージします。この

イメージから抽出する特性を「心に宿る福井」とします。 

特性４ 心に宿る福井 

「心に宿る福井」は、本市で生まれ、育ち、暮らす人や離れて暮らす人が、故郷を感じ、

思い出す心象を表しています。身近にあって意識していなかった景観、伝統野菜や食文化、

行事などもこの心のフィルターを通したとき、本市を特徴づける文化資源になりうると言

えます。  

【ふるさと福井】  

景観は、東郷地区の堂田川沿いのまち並みが江戸時代から続く古きまち並みを残してい

ます。また、日野川の堤防には地域が守っている桜並木があります。市街地にある足羽山、

兎越山、八幡山からなる足羽三山は桜やアジサイで有名ですが、自然が残り、市民の憩いの

場となっています。 

伝統野菜には、100 年以上前から栽培され、地域特産の明里ねぎ、板垣大根、蛙
かわず

瓜
うり

、新保

ナス、菜
な

おけなどがあります。 

食は、江戸時代に丁稚が年末の帰省の際に持ち帰った水ようかんは、冬を代表する甘物で

す。また、大根おろしがかかった冷たいおろし蕎麦やソースカツ丼は本市を代表するソウル

フードです。  

行事は、橋本左内が 15歳の時に書いた「啓発録」にならい、中学 2年生の時に自分の目

標を掲げる立志式を行っています。 

活動は、平成 5年から始まった宮ノ下コスモス公苑のコスモスまつりがあります。約 1億

本のコスモスを地域住民の活動で咲かせ、今では秋を彩るものになっています。 

風習は、長男が生まれると正月に学問ができるように菅原道真の掛け軸とカレイを供え

る天神信仰があります。  

このほか、文化財として取り上げられない方言や音などのほか、今に暮らす一人一人の心

に根付いている歴史や文化を取り上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




